
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

北
方
地
域
に
お
け
る
旧
漁
業
権
補
償
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

20



北
方
地
域
に
お
け
る
旧
漁
業
権
補
償
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

太
平
洋
戦
争
後
、
我
が
国
の
漁
業
を
図
る
た
め
に
漁
業
制
度
改
革
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
十
五
年
に
漁
業
法
が
大
き
く
改
正
さ

れ
、
戦
前
か
ら
の
旧
漁
業
権
は
こ
の
漁
業
法
に
よ
り
白
紙
に
な
り
、
新
た
に
漁
業
権
が
免
許
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
改
革
の
際
、

旧
漁
業
権
者
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
業
権
の
内
容
に
応
じ
て
国
の
補
償
を
受
け
た
が
、
「
歯
舞
諸
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
、
択
捉

島
」
（
「
北
方
地
域
」
と
い
う
。
）
の
旧
漁
業
権
者
等
に
対
し
て
、
漁
業
権
補
償
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
政
府
は
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
の
「
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る

こ
と
に
関
す
る
覚
書
」
（
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
北
方
地
域
等
は
日
本
の
施
政
権
が
及
ば
な
い
「
外
郭
地

域
」
に
指
定
さ
れ
、
旧
漁
業
権
も
漁
業
制
度
改
革
の
実
施
を
待
た
ず
に
消
滅
し
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
の
補
償
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
北
方
領
土
を
我
が
国
固
有
の
領
土
と
す
る
政
府
の

方
針
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
日
本
の
領
土
を
め
ぐ
る
情
勢
」
に
お
い
て
も
、
「
日
本
は
ロ

シ
ア
よ
り
早
く
、
北
方
四
島
（
択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
）
の
存
在
を
知
り
、
多
く
の
日
本
人
が
こ
の
地
域

に
渡
航
す
る
と
と
も
に
、
徐
々
に
こ
れ
ら
の
島
々
の
統
治
を
確
立
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
も
、
ロ
シ
ア
の
勢
力
が
ウ
ル
ッ
プ
島

よ
り
南
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八
五
五
年
、
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
間
で
全
く
平
和
的
、
友
好

一



的
な
形
で
調
印
さ
れ
た
日
魯
通
好
条
約
（
下
田
条
約
）
は
、
当
時
自
然
に
成
立
し
て
い
た
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島
の
間
の
国
境

を
そ
の
ま
ま
確
認
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
以
降
も
、
北
方
四
島
が
外
国
の
領
土
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
示
さ
れ

て
お
り
、
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
者
か
ら
も
、
過
去
、
約
六
十
年
に
わ
た
っ
て
毎
年
補
償
要
求
が
行
わ
れ
て
い
る
。

か
か
る
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
補
償
措
置
に
関
わ
る
政
府
の
取
り
組
み
は
、
北
方
領
土
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
と

い
う
政
府
の
方
針
と
の
整
合
性
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

北
方
地
域
の
法
的
地
位
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
上
お
よ
び
国
内
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
、
政
府
の

見
解
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

現
在
に
至
る
北
方
地
域
に
お
け
る
漁
業
権
、
鉱
業
権
、
不
動
産
の
所
有
に
関
す
る
権
利
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

北
方
地
域
の
専
用
漁
業
権
、
定
置
漁
業
権
、
特
別
漁
業
権
な
ど
の
旧
漁
業
権
に
つ
い
て
、
政
府
の
把
握
状
況
を
示
さ
れ
た

い
。

四

昭
和
四
十
五
年
五
月
十
一
日
の
参
議
院
の
沖
縄
及
び
北
方
問
題
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
大
和
田
水
産
庁
長
官
は
、
「
昭

和
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
に
行
政
分
離
の
総
司
令
部
の
覚
書
が
出
ま
し
た
時
点
に
お
い
て
漁
業
法
が
失
効
し
て
、
し
た
が

二



い
ま
し
て
、
そ
の
漁
業
法
に
基
づ
い
て
免
許
さ
れ
た
漁
業
権
も
失
効
す
る
。
一
た
ん
失
効
し
た
漁
業
権
は
再
び
復
活
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
統
一
見
解
が
行
わ
れ
て
お
る
」
と
答
弁
し
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
の
参
議
院
の
沖
縄
及
び
北
方

問
題
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
窪
田
水
産
庁
振
興
部
沿
岸
課
長
は
、
「
北
方
四
島
な
り
小
笠
原
な
り
沖
縄
の
旧
漁
業
法
に
基

づ
く
旧
漁
業
権
に
つ
き
ま
し
て
は
」
「
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
付
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚
書
に
よ
る
行
政
分
離
に
よ
り
ま
し
て

消
滅
」
し
た
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
北
方
地
域
以
外
の
小
笠
原
諸
島
、
奄
美
諸
島
、
沖
縄
で
は
、
日
米
間
の
交
渉
の
結
果
、

か
か
る
地
域
が
本
土
に
復
帰
し
た
後
の
政
治
的
措
置
に
よ
り
、
全
て
漁
業
権
補
償
問
題
は
解
決
し
て
い
る
。
領
土
問
題
は
、

例
え
ば
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
二
国
間
の
高
度
に
政
治
的
な
問
題
で
あ
り
、
解
決
の
た
め
に
は
長
期
に
わ

た
る
外
交
交
渉
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
、
あ
る
い
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
外
交
交
渉

が
停
滞
し
て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
の
補
償
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
が
利
害
関
係
者
の
意
思
を
無
視

し
て
、
一
方
的
に
失
効
し
て
い
る
と
表
明
し
つ
づ
け
る
の
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
「
財
産
権
は
、
こ
れ
を

侵
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
反
す
る
。
北
方
地
域
に
お
い
て
も
、
小
笠
原
諸
島
、
奄
美
諸
島
、
沖
縄
の
よ
う
に
、
政
治
的
措
置

に
よ
り
旧
漁
業
権
補
償
問
題
を
解
決
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

北
方
地
域
と
同
様
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚
書
に
よ
り
行
政
分
離
さ
れ
た
他
の
諸
島
の
旧
漁
業
権
補
償
問
題
に
つ
い
て
は
、
伊
豆
諸
島

三



は
本
土
並
み
補
償
、
小
笠
原
諸
島
、
沖
縄
に
対
し
て
は
漁
業
振
興
資
金
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
著
し
い
不
均
衡
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
政
府
は
、
北
方
地
域
と
か
か
る
伊
豆
諸
島
、
小
笠
原
諸
島
、
沖
縄
と
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
が
生
じ
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

政
府
は
一
貫
し
て
北
方
地
域
を
我
が
国
固
有
の
領
土
と
主
張
し
て
い
る
が
、
か
か
る
地
域
の
旧
漁
業
権
に
関
し
て
、
自
ら

の
権
利
を
主
張
、
行
使
し
な
い
こ
と
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
整
合
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府

の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

北
海
道
弁
護
士
会
連
合
会
が
調
査
検
討
し
た
結
果
、
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
が
消
滅
し
た
と
い
う
政
府
見
解
は
誤
り
で
あ

り
、
当
然
、
国
は
旧
漁
業
権
の
補
償
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
り
、
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
日
に
竹
下
登

首
相
に
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
要
望
書
で
は
、
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚
書
は
、
わ
が
国
の
領
土
で
あ
る
前
記
諸
島
に
対
す
る

日
本
国
政
府
の
政
治
上
又
は
行
政
上
の
権
利
の
行
使
を
一
時
的
に
停
止
す
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
ち
に
国
民

の
実
態
上
の
権
利
の
消
滅
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
国
に
お
い
て
も
同
じ
物
権
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
不

動
産
所
有
者
、
鉱
業
権
が
右
覚
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
か
ら
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

昭
和
四
十
五
年
五
月
十
一
日
の
参
議
院
の
沖
縄
及
び
北
方
問
題
特
別
委
員
会
に
お
け
る
大
和
田
水
産
庁
長
官
の
、
「
昭
和
二

四



十
一
年
一
月
二
十
九
日
に
行
政
分
離
の
総
司
令
部
の
覚
書
が
出
ま
し
た
時
点
に
お
い
て
漁
業
法
が
失
効
」
し
た
と
い
う
答
弁

と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
物
権
の
存
続
は
認
め
つ
つ
も
、
旧
漁
業
権
の
み
失
効
し
て
い
る
と
答
弁
す
る
こ
と
は
、

政
府
は
北
方
地
域
の
旧
漁
業
権
の
所
有
者
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
反
す

る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


